
                       

                                                                  

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ 日 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 

大臣官房官庁営繕部整備課 

大臣官房公共事業調査室 

 

国土交通省発注の業務委託における 

スライド制度（業務スライド）の試行導入について 

～建設コンサルタント業務等の価格転嫁対策の強化～ 

 

昨今の履行期限平準化の取組みや設計技術者単価の上昇等を踏まえ、建設コンサルタント業

務等においても価格転嫁対策を強化するため、令和８年度以降に新規契約する建設コンサルタ

ント業務等からスライド制度（業務スライド）を試行導入します。 

 

今回の試行では、試行的に設定した「残業務量の算定方法」のとおり、まずはスライド額を

適切に算定できる業務（賃金等の変動時の着手済・未着手が明確に確認できる業務）などから

適用を開始します。 

今後も、試行結果を検証しながら、適用の拡充に向けて検討を進めます。 

 

※詳細は別紙をご参照ください。 

 

 

【問い合わせ先】 

 ＜業務スライド全般・土木関係＞ 

大臣官房技術調査課    課長補佐  柴田 （内線 22333） 

TEL：03-5253-8111（代表）、03-5253-8221(直通) 

 

＜営繕関係＞ 

大臣官房官庁営繕部整備課 課長補佐  桑原 （内線 23433） 

TEL：03-5253-8111（代表）、03-5253-8240(直通) 

 

＜港湾空港関係＞ 

大臣官房公共事業調査室  課長補佐  佐藤 （内線 24296） 

TEL：03-5253-8111（代表）、03-5253-8258(直通) 

 


